
在留許可⼿数料の減額対象者のガイドライン（案）について

①⽣活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に⽣活に困窮していると認められる者で、②⼈道上の配慮をする必要がある者

在留許可⼿数料の減額対象者

①⽣活保護法に規定する要保護者に準ずる
程度に⽣活に困窮していると認められる者

①②の双⽅に該当する場合に減額対象者になり得る

②⼈道上の配慮をする必要がある者

(1) ⽣活保護法の取扱いに準じた保護を受けて
いる者
※ 主に②⑴、⑵に対応

(2) 難⺠認定申請者等に対する保護措置を受け
ている者（保護費の⽀給を受けている者に限
る。）
※ ②⑶から⑹までに対応

(4) (1)から(3)までに掲げる者と同程度に⽣活
に困窮していると認められる者（注１）
※ ②⑺から⑽までに該当する者に限る。

(3) 難⺠等の認定を受け、「特定活動」から「定住者」への変更を受ける者

(4) ⼈道的な配慮を理由に「特定活動」への変更を受ける者等

(5) 本国における情勢不安を理由に「特定活動」への変更を受ける者等

(6) 難⺠認定申請者等（注2）で、「特定活動」への変更を受ける者等

(7) ⼈⾝取引等の被害者で、「特定活動」への変更を受ける者等

(8) 児童養護施設等に⼊所している外国⼈で、「特定活動」への変更を受ける
者等

（注１）在留資格の変更⼜は在留期間の更新の許可に係る審査に
おいて、資産状況や在留状況等を踏まえ、個別に判断する。

(9) 指定難病の患者・特別障害者⼜はこれらの者を監護・養育する者等で、
「特定活動」への変更を受ける者等

※ 永住許可を受ける者については、⽇本⼈、永住者⼜は特別永住者の配偶者⼜は⼦等に限り、在留許可⼿数料の減額の対象となり得るが、①②の要件に該当す
るかどうかは、資産状況や在留状況等を踏まえ、個別に判断する。

(3) 中国残留邦⼈等の円滑な帰国の促進並びに
永住帰国した中国残留邦⼈等及び特定配偶者
の⾃⽴の⽀援に関する法律による⽀援給付を
受けている者
※ 主に②⑴、⑵に対応

(2) 引き続き我が国に在留することが相当であると判断される者で、「⽇本⼈
の配偶者等」等の⾝分資格で在留期間の更新を受ける者

(10) 障害児・重度障害児⼜はこれらの者を監護・養育する者等で、「特定活
動」への変更を受ける者等

（注2）難⺠条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件に振り分けられた者、再申請で
ある場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件に振り分けられた者等を除く。

(1) 難⺠等の認定を受けた者で「定住者」として在留期間の更新を受ける者等


